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事業計画素案からの主な変更点 

 

項目 主な変更内容 

全般 ○ 安芸太田町が企業団への参画を見送ったことによる修正 

第３章  

組織・職員

計画 

【企業団議会】（P10） 

○ 議員定数，議員の被選挙資格者を追記 

 ・議員定数 19 人 

給水人口10万人未満の市町：１人 10万人以上の市町：２人 県：３人 

 ・議員は，構成団体の議会が，構成団体の議員又は長から選出 

【水道事業審議会】（P13） 

○ 構成団体の意見を踏まえ，審議事項を「水道料金の改定など必要な事項」から

「経営状況を踏まえた上で，料金改定に関する事項」に修正 

【職員数】（P14） 

○ 今後 10 年間の事業量の見込みなどを踏まえ，職員定数を 350 人程度から 370

人に修正 

○ 事業開始時（令和５年度）の職員の配置予定人数（327 人）と本部，事務所ご

との内訳を追記 

【人材育成・確保】（P15） 

○ 職員を計画的に育成するため，令和５年度に人材育成方針を策定することを

追記 

○ 人材確保に向け，短期的には構成団体の派遣で対応し，中長期的（令和８年度

以降）には，構成団体の派遣と企業団の職員採用を適切に組み合わせて確保す

ることを追記 

【庁舎】（P15） 

○ 本部を県庁舎内に置くことを追記 

第５章  

業務運営 

計画 

【危機管理】（P40） 

○ 災害時の給水車による応急給水や施設の復旧に向けた取組を追記 

○ 緊急用資機材の保管について，必要に応じ，エリア単位で資材倉庫を設置す

ることを追記 

第６章 

施設整備 

計画 

【水需要推計】（P45） 

○ 水需要について，工業団地など個別の開発事業などを新たに見込んだことに

より，減少幅が縮小 

 （令和 14 年度 333 千㎥/日→351 千㎥/日 ＋18 千㎥/日） 

【危機管理対策】（P60～62） 

○ 災害等が発生した後，道路網が遮断され，給水車による運搬給水が困難にな

った場合に備え，避難所等に飲料水の耐震性貯水槽を整備することを追記 

○ 可搬式浄水処理装置の具体的な整備箇所（３か所）を追記 

【施設整備費】（P63） 

○ 事業費の見直しによる施設整備費の増加 

 （1,835 億円/10 年→1,908 億円/10 年 ＋73 億円） 
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項目 主な変更内容 

第７章 

財政運営 

計画 

【水道料金】（P64） 

○ 料金改定は，構成団体との協議，水道事業審議会の答申を踏まえて実施する

旨を追記 

【収支シミュレーション】（P68～71） 

○ 水需要推計の見直しにあわせ，収支シミュレーションを修正 

【統合効果】（P72） 

○ 施設整備費の増加による国交付金の増，ポンプ所の廃止による動力費の減を

新たに見込んだことにより，統合効果が増加 

 （979 億円/40 年→985 億円/40 年 ＋６億円） 

第８章 

工業用水道 

事業 

【工業用水道事業】（P74～78） 

○ 工業用水道事業について追記 

 ・概況 

 ・将来見通しと課題 

 ・事業計画 

 ・収支シミュレーション 

 


